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1 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P4）
「DBトンネル，SAトンネル， を除く」という記載に関し
て，感知器以外の部分も含めて申請範囲が分かりづらいため，特
重分やスケジュールについても含めて整理すること。

別途回答

2 ヒアリング 2023.4.20

【申請書】（P60）
「変更等を行う」の「等」は何か。添付書類が含まれているな
ら，添付書類はあくまでも添付であり申請書ではないので補正時
に削除することを検討すること。

添付書類を含めて「等」と記載しており，記載内容について検討します。

5/9回答

3 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-2，4
Ⅴ-1-8-3が添付書類として添付されているが，そちらについて補
足説明資料で言及されておらず，耐震に関する記載と整合が取れ
ていないため，どこまで補足説明資料にて記載するのかを整理す
ること。

今回申請に係る申請概要の表について，今回申請書の添付書類を追加しました。

5/9回答

4 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P7）
申請書：P147 と補足-4：P7の関係性（一般区域と一般エリア）
が分かるよう整理すること。また，エリアの条件と定義について
整理すること。
また，オペフロは高天井エリアに含まれないのか。

申請書と補足-4の関係性がわかるよう，記載を充実化しました。
エリアの条件及び定義について見直しました。
オペフロは天井高さ20ｍを超えないため，高天井エリアに含まれないことを明記しまし
た。

5/9回答

5 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4
補足-4に関して，下記について記載の充実を図ること。
・何に対する変更認可なのか
・技術基準適合性の整理
・エリア分類でそれぞれがどのような感知器の設置状況か，今回
BFによって元の設置状況がどう変更されたのかを網羅的，又は例
示的に示す。

技術基準の適合性確認の説明を追加しました。
また，建屋の平面図を用いて火災感知器の設置状況を例示的に示しました。

5/9一部回答

6 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P7,8）
表中に「アナログ式」等の記載を追記すること。

表中の火災感知器の種類に「アナログ式」，「非アナログ式」の種別を追記しました。

5/9回答

7 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P8）
煙感知器の4m未満の記載は誤記であり，150㎡のため修正するこ
と。

確認し，修正しました。

5/9回答
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8 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P10）
図3にて光電アナログ式スポット型は感度を調整するということ
で，１種，２種，３種と記載を分けること（P11と整合）。

次頁の火災感知器等の種類と整合を図りました。

5/9回答

9 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P6）
「煙感知器の設置に適さない場所～」で煙感知器に限定している
理由を整理すること。
また，屋外エリアについては，消防法上の規程はないため，適用
の考え方を整理すること。

火災区域・火災区画の選定フローについて再度整理し，見直しを行いました

5/9回答

10 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P4）
青枠部分は要求事項に変更なしとなっているが「異なる種類の感
知器」から「異なる感知方式の感知器」となっており，考え方を
整理すること。

「要求事項の変更点」の欄に記載のb.の表現を適正化しました。

5/9回答

11 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P4,5）
火災防汚審査基準の通り対応との説明だが，P5の②段落目は基準
上記載されていない。基準通りということであれば，P4 をP5 に
どう落とし込んでいるか詳細に記載すること。

火災防護審査基準の要求事項の変更点が既工認にどう影響したかを基本設計方針の変更
前後の表に「基準要求事項の変更点との関係等」として欄を追加しました。

5/9回答

12 ヒアリング 2023.4.20

【補足説明資料】補足-4（P2）
「記述基準」は誤記と思われるので修正すること。

「技術基準」が正確であるため修正しました。

5/9回答
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